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定期健康診断は、歯科健診で最後となりました。昔から口の中は、その人がどのような生活をしているかわか

ると言われています。お知らせの有無にかかわらず、ご家庭でも歯みがきを見直す機会にしてみてください。 

また、水泳指導も始まります。爪が長い児童がかなり多い状況で、学校でも引き続き、指導していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほけんだより 
大田区立松仙小学校 

校 長  早見 泰一 



安全に、楽しく水泳の学習ができるように準

備をしておきましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期健康診断後に病院受診のお知らせ

をもらった人（視力、歯科以外）は、水泳

指導の前に病院受診をするようにしてく

ださい。お医者さんの許可があるまでプー

ルに入れません。速やかに病院受診をして

「受診結果報告書」を提出してください。 

 

 

ルールを守って事故ゼロに！ 

水泳指導中に対応したけが・病気について 

水泳指導中、保健室ではこんなけがや病気の対応があります。 

 

●プールサイドで水筒を落とし、裸足の足の指に落ちてけがをした。 

●自分の爪がお友達の顔や腕に当たってひっかいてしまった。 

●学校に来て少しだけ具合が悪かったけど、プールに入りたくて無理して入ったら、気持ち

悪くなった。 

●睡眠不足、朝ごはんを食べずに参加したら、いつもと違って具合が悪くなってしまった。 

 

                          

  足や手首に、外していなかったミサンガがひっかかって、溺れかけてしまうということも

あります。ご家庭でも、自分や周りが安全な活動ができるように、ご協力お願いします。 

今年度の水泳指導中、このようなけがや体調不良がなく授業が行われることを願ってい

ます。 

保護者の方と一緒に読みましょう 


